
 

 

食品安全委員会委員長談話（平成 21年 3月 2日）抜粋 

うずら卵・うずら肉を食べることによって、鳥インフルエン

ザが人に感染することは考えられず、うずら卵・うずら肉は「安

全」と考えていますので、国民の皆様には、冷静に対応してい
ただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県豊橋市のうずら農場において、高病原

性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）の発生が確

認されましたが、愛知県では、徹底した防疫措

置を講じるとともに、安全・安心なうずら卵・

うずら肉の供給確保に努めています。 
 

 

 

 

 

 

※ 食品安全委員会は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公
正に食品のリスク評価を行う内閣府の機関です。 
鳥インフルエンザに関する食品安全委員会のホームページ 
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html 

『鳥インフルエンザウイルス』は、 

・酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられます。 

・人の細胞に入り込むための受容体は、鳥のものと 

異なります。 

・通常の加熱処理で容易に死滅するので、加熱すれ 

ばさらに安心です。 

 愛愛愛知知知県県県産産産のののうううずずずららら卵卵卵・・・うううずずずららら肉肉肉

ののの利利利用用用ととと風風風評評評被被被害害害ののの防防防止止止にににごごご協協協

力力力をををおおお願願願いいいしししままますすす！！！   


